
貴方が「いつも利用するお店」に
「Ｓマーク」がありますか？

「Sマーク登録店」は、「安全」「安心」「清潔」を保証した
「厚生労働大臣認可のお店」です。

「Sマーク」のある
理容店・美容店・クリーニング店・めん類飲食店・一般飲食店を
ご利用下さい。

消費者・利用者の皆様へ

「安全」「安心」「清潔」
３つのＳをお約束

財団法人 静岡県生活衛生営業指導センター
TEL 054-272-7396

選んで安心　　マークのお店
厚生労働大臣認可
標準営業約款Ｓマーク

このマ
ークを知っていますか？



Ｓマークって何？
厚生労働大臣が認可した
営業約款をきちんと守っている
店だけが掲げることのできる
マークです。

お店を利用する際の
めやすにしてください。

標準営業約款登録のおすすめ

Sマークは、お客様にご利用頂く際の安全・安心の目印です。

対象店舗

登録手続きについては…
【一　　　般】 ㈶静岡県生活衛生営業指導センター TEL.054-272-7396
【組合加入者】 静岡県理容生活衛生同業組合  TEL.054-253-4417
   静岡県美容業生活衛生同業組合  TEL.054-251-2638
   静岡県クリーニング生活衛生同業組合 TEL.054-252-0455
   静岡県麺類業生活衛生同業組合  TEL.054-255-4714
   静岡県飲食業生活衛生同業組合  TEL.054-252-5296
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へお問い合わせください。

Sマークとは、
◆Safety（安全）…………まかせて安心

◆Standard（安心）……確かな技術

◆Sanitation（清潔）……美しく清潔に

～理容店・美容店・クリーニング店・めん類飲食店及び一般飲食店を経営の方々へ～

厚生労働大臣認可

理容店 美容店 クリーニング店

めん類飲食店 一般飲食店

●お店の営業者は、「安全」、「安心」、
「清潔」を求める消費者・利用者
のニーズに応えるためにもぜひ
認可登録をお考えください。

●Ｓマークは、消費者又は利用者の
選択の利便を図るために創設し
た制度で、厚生労働大臣に認可さ
れたお店の印です。
登録店になって、経営の一層の安定と
活性化を図りましょう。


